
 
第７５号議案 令和６年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分） 

鈴ケ森小学校仮設校舎賃貸借に係る債務負担行為期間の変更について 

 

１ 概要 

  鈴ケ森小学校改築工事について、仮設校舎建設に令和６年１２月から着手する予定で

入札手続きを進めていたが、５月に実施した仮設校舎賃貸借の入札が不調となり、予定

通りの着手ができなくなった。要因として、能登半島地震の復興対応や建設業働き方改

革などに伴う労務不足の急速な進展が考えられたため、仮設校舎建設の着手時期および

以降の改築工事全体スケジュールの見直しを行った。 

このたびは、スケジュール見直しに伴い、仮設校舎賃貸借に係る債務負担行為期間を

変更する。 
 

２ 改築工事全体スケジュール 

 
 

３ 補正予算額 

  ０千円 

 

４ 債務負担行為 

（１）債務負担行為額 

  ９５８，１００千円（変更なし） 

（２）債務負担行為期間 

  変更前：令和６年度～令和１１年度 

  変更後：令和６年度～令和１２年度 

 

５ 今後の予定 

  令和６年１１月～１２月  仮設校舎賃貸借の公告、契約 

  令和７年 １月～ ５月  建設に係る諸届  

  令和７年 ６月～     仮設校舎建設着手 

令和６年９月２４日 

文 教 委 員 会 資 料 

庶 務 課 

債務負担行為期間（変更後） 



 
第７５号議案 令和６年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分） 

補助教材費保護者負担軽減事業の対象拡大について 
 

１ 目的 

  特別支援学校に在籍する児童生徒は、本人の障害、特性等に係る区教育委

員会の就学相談および判断会議の結果を踏まえ、区立学校では就学が困難で

あるため、特別支援学校に進学した経緯がある。 

  令和６年度より実施している品川区立学校在籍者の補助教材費保護者負担

軽減事業の趣旨を踏まえ、特別支援学校在籍者については、品川区立学校に

在籍していたら補助教材費の負担が軽減されるはずであったことから、補助

教材費の実費を支給することで子育て家庭の負担軽減を図る。 

 

２ 対象者 

  区内に住所を有し、特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者を対象とする。 
 

３ 支給額および実施方法 

 ⑴ 支給額（在籍校での一人あたりの年額） 

区分 支給額（年額） 

小学部 
実費 

中学部 
 
  ※ただし、既に同一年度に他の補助金等により補助教材費の補助または免

除を受ける場合は、その内容に応じ、減額支給または対象外とする。 
 

 ⑵ 実施方法（予定） 

  ① 保護者への周知 

    個別郵送、品川区ホームページ、広報しながわ、区公式SNS等 

  ② 支給時期 

    令和７年３月（令和６年４月分から遡及し支給） 

  ③ 申請方法 

    申請書および都就学奨励費の支弁区分決定通知書等の添付資料の提出 

  ④ 支給方法 

    保護者の指定する銀行口座への振込 
 

４ 補正予算額 

  ５，５０４千円 
 

５ スケジュール（予定） 

  令和６年１１月      保護者への周知 

  令和６年１２月～７年１月 申請書受理および審査 

  令和７年 ３月      支給決定通知発送 

               支給（口座振込） 

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日 
文 教 委 員 会 資 料  

学 務 課 



 

第７５号議案  令和６年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分） 

令和６年度とうきょうすくわくプログラム推進事業について 

 

１．「とうきょう すくわくプログラム」とは 

・すべての乳幼児の「伸びる・育つ（すくすく）」と「好奇心・探究心（わ 

くわく）」を応援する幼保共通のプログラム 

・乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活 

動を通じて、幼児教育・保育の充実を図ることを目的としている 

 

２．プログラム概要 

（１）実施主体 

   区市町村および区市町村教育委員会 

（２）実施施設 

東京都の区域内に所在する幼稚園・保育所等 

（３）対象児童 

   幼稚園・保育所等に通う０歳児から６歳児 

（４）実施内容 

 ・「とうきょう すくわくプログラム」に基づき、乳幼児の興味・関心に応じ 

た探究活動を一定程度継続的に実践 

・東京都が実施する研修会等に参加 

・活動報告書を作成し、園のホームページで公表 

 

３．補正予算額 

  3,000 千円（1園あたり 1,500 千円×2園分） 

 

４．実施幼稚園 

  二葉幼稚園、八潮わかば幼稚園 

 

５．スケジュール 

  令和６年 ８月 都補助金申請 

      １１月  交付決定・事業実施 

  令和７年 ２月 実績確定・報告 

       ３月 精算 

令 和 ６ 年 ９ 月 2 4 日 

文 教 委 員 会 資 料 

指 導 課 



 
 
 
第 75 号議案 令和６年度品川区一般会計補正予算(文教委員会所管分) 

 
       令和６年度とうきょうすくわくプログラム推進事業について 

 
１. 「とうきょう すくわくプログラム」とは 
 ・すべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援 

する幼保共通のプログラム 
・乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活動を通じて 

幼児教育・保育の充実を図ることを目的としている。 
 

２.  プログラム概要 
(１) 実施主体 

区市町村および区市町村教育委員会 
(２) 実施施設：東京都の区域内に所在する幼稚園・保育所等  
(３) 対象児童：幼稚園・保育所等に通う０歳児から６歳児 
(４) 実施内容：・「とうきょう すくわくプログラム」に基づき、乳幼児の興味・関心に     

      応じた探究活動を一定程度継続的に実践 
       ・東京都が実施する研修会等に参加 
           ・活動報告書を作成し、園のホームページで公表 
 

３. 補正予算額 
129,000 千円 (１園あたり 1,500 千円×86 園分) 
 

４. 実施施設(予定) 86 園 
区立認可保育所 39 園、公設民営保育所５園、ぷりすくーる西五反田１園 
私立認可保育所・認定こども園 26 園、小規模保育事業所８園、認証保育所７園 

 
５. 都補助金  129,000 千円(10/ 10) 
 
６．補助金スケジュール(予定) 

実施施設 
 

補助金申請等 

区立認可保育所 
公設民営保育所 

ぷりすくーる西五反田 

私立認可保育所・ 
認定こども園 

小規模保育事業所 

認証保育所 

都補助金申請 令和６年 11 月 令和７年１月 令和７年１月 
補助金交付決定 令和７年 ２月 ３月 ３月 
実績報告・精算 ６月   ６月  ６月 

 

文 教 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ９ 月 2 4 日 

子ども未来部保育施設運営課 

            保育入園調整課 
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第７５号議案 

 

令和６年度品川区一般会計補正予算（文教委員会所管分） 

区立保育園・児童センター改築工事等における契約金額変更について 

 

１．経緯 

  大井保育園および中原保育園・児童センター改築工事ならびに荏原保健センター内オアシ

スルーム改修工事において、賃金等の変動に対する工事請負契約条項第２５条第６項（インフ

レスライド条項）の規定により、請負者より契約金額変更の請求があったため、令和６年度予

算の補正および債務負担行為の追加を行う。 

 

２．契約の相手方および契約年月日 

（１）大井保育園本園舎整備工事 

  ＜電気設備工事＞ 令和５年１月１２日契約 

  住 所：品川区東五反田一丁目７番６号 

  名 称：マスミ・コスモ建設共同企業体 

  代表者：株式会社マスミ電設 代表取締役 渡部 弘太郎 

 

  ＜機械設備工事＞ 令和５年１月１２日契約 

  住 所：品川区大井一丁目４９番１０号 

  名 称：大成温調株式会社 

  代表者：代表取締役社長 水谷 憲一 

 

（２）中原保育園本園舎整備工事および中原児童センター改築工事 

  ＜電気設備工事＞ 令和５年７月１１日契約 

  住 所：品川区東五反田一丁目７番６号 

  名 称：マスミ・大雄建設共同企業体 

  代表者：株式会社マスミ電設 代表取締役 渡部 弘太郎 

 

  ＜機械設備工事＞ 令和５年７月１１日契約 

  住 所：品川区大井一丁目４９番１０号 

  名 称：大成温・野田建設共同企業体 

  代表者：大成温調株式会社 代表取締役社長 水谷 憲一 

  

文 教 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日 

子ども未来部子ども育成課 

子ども未来部保育入園調整課 
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（３）荏原保健センター内オアシスルーム改修工事 

  ＜建築工事＞ 令和５年７月１１日契約 

住 所：品川区二葉四丁目１７番１０号 

名 称：法月・長谷川建設共同企業体 

代表者：法月建設株式会社 代表取締役社長 法月 俊介 

 

＜電気設備工事＞ 令和５年７月１１日契約 

住 所：品川区北品川一丁目９番２号 

名 称：八千代・マスミ・コスモ建設共同企業体 

代表者：八千代電設工業株式会社 東京支店 支店長 嵓田 邦夫 

 

＜機械設備工事＞ 令和５年７月１１日契約 

住 所：品川区西五反田八丁目１１番２１号 

名 称：太洋・東海管・オオサキ建設共同企業体 

代表者：太洋テクニカ株式会社 代表取締役 二階堂 浩幸 

 

３．補正内容 

（１）大井保育園本園舎整備工事 

・令和６年度補正予算額：10,954 千円 … ① 

工事費 ～令和５年度 令和６年度 合計 

Ａ 当初予算額 511,634 543,560 1,055,194 

Ｂ 変更予定額 511,634 554,514 1,066,148 

補正額（Ｂ-Ａ） － 10,954 10,954 

 

（２）中原保育園本園舎整備工事および中原児童センター改築工事 

・令和７年度債務負担行為設定額（中原児童センター分）： 8,863 千円 … ② 

・令和７年度債務負担行為設定額（中原保育園分）：15,756 千円 … ③ 

 

工事費 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 合計 

子ども育成課 保育入園調整課 子ども育成課 保育入園調整課 子ども育成課 保育入園調整課 子ども育成課 保育入園調整課 

Ａ 当初予算額 246,456 438,144 65,400 116,400 304,320 540,880 616,176 1,095,424 

Ｂ 変更予定額 246,456 438,144 65,400 116,400 313,183 556,636 625,039 1,111,180 

補正額（Ｂ-Ａ） － － － － 8,863 15,756 8,863 15,756 

 
（３）荏原保健センター内オアシスルーム改修工事 

・令和７・８年度債務負担行為設定額：1,330 千円 … ④ 

工事費 令和５年度 令和６年度 令和７年度～ 合計 

Ａ 当初予算額 21,000 7,077 84,974 113,051 

Ｂ 変更予定額 21,000 7,077 86,304 114,381 

補正額（Ｂ-Ａ） － － 1,330 1,330 

 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

① 

② ③ 

④ 


